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豊郷町長

住民票の職権消除等について


住民基本台帳法第34条第2項の規定に基づく調査の結果、あなたは下記の住所に不在住である事実を確認したため、同法施行令第12条第1項の規定により、あなたの住民票を　　年　　月　　日職権で（消除・記載の修正）しましたので、同条第4項の規定により通知します。
[bookmark: _GoBack]　なお、この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、滋賀県知事に対し審査請求することができます。ただし、この処分があったことを知った日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。

記

職権で（消除・記載の修正）をした者
	氏名
	生年月日
	性別
	旧住所
	新住所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



